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国際認定フォーラム（IAF）は、IAF メンバーによって認定された適合性評価機関（CAB）

が発行する適合性評価結果が全世界で受け入れられるよう、認定機関（AB）間における相

互承認協定を世界的規模で運用することにより、貿易を推進し、規制当局を支援している。 

認定は、認定された適合性評価機関（CAB）が認定の範囲内において業務を行う能力をも

つことを保証することによって、事業及びその顧客にとってのリスクを軽減する。IAF メ

ンバーである認定機関（AB）及びそれらに認定された CAB は、適切な国際規格及びその

一貫した適用のための該当する IAF 基準文書に適合することが要求される。 

IAF 国際相互承認協定（MLA）に加盟している認定機関は、認定プログラムの運用に信頼

を与えるために、選任された相互評価チームによる定期的な評価を受ける。IAF MLA の構

造と範囲は、“IAF PR 4-Structure of IAF MLA and Endorsed Normative Documents”に
詳述されている。 

IAF MLA は 5 つのレベルで構成されている。レベル 1 は全ての認定機関に適用される基準、

JIS Q 17011 を規定している。レベル 2 の活動と、対応するレベル 3 の基準文書との組合せ

を MLA のメインスコープと称し、レベル 4（該当する場合）及びレベル 5 の関連する基準

文書の組合せを MLA のサブスコープと称する。 

• MLA のメインスコープは、例えば製品認証のような活動と、JIS Q 17065 などの関

連する基準文書を含む。メインスコープレベルにおける CAB による証明は、同等に

信頼できると見なされる。 

• MLA のサブスコープは、例えば JIS Q 9001 などの適合性評価に関する要求事項と、

該当する場合スキーム固有の要求事項（例えば ISO TS 22003 など）を含む。サブス

コープレベルにおける CAB による証明は同等と見なされる。 

IAF MLA は、市場による適合性評価結果の受入れに必要な信頼性を提供する。IAF MLA
加盟認定機関に認定された機関によって、IAF MLA の適用範囲内で発行される証明は、世

界中で認知されることができ、それによって国際貿易を推進する。 
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IAF 基準文書への序文 

この文書で使用されている用語“should”（望ましい）は、この規格の要求事項を満たすこと

の、認知された手段であることを示す。認証機関（CB）は、規格の要求事項を同等の方法

で満たすことも、それを認定機関（AB）に対して実証できれば可能である。この文書で使

用されている用語“shall”（なければならない）は、関連する規格の要求事項を反映したそ

れらの規定が強制されることを示す。 
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マネジメントシステム認証機関の認定のための立会い活動に関する IAF 基準文書 

 

まえがき 

この文書は、ISO/IEC 17011:2004(適合性評価―適合性評価機関の認定を行う機関に対する
一般要求事項)の関連する要求事項の一貫した適用のために義務付けられる。 

この文書は、MS（マネジメントシステム）CB（認証機関）の認定に適用され、IAF MLA
の範囲にあるすべての MS に使用されなければならない。但し、適用される規格（例えば、
ISO/TS 22003、IAF MD 8:2011、ISO/IEC 27006）や他の IAF 文書、ISO（スキームオー
ナー）又は規定者によって定められた仕様、及び法律で規定されている内容に抵触する規定
は除く。 

5 項及び 6 項は、QMS CB 及び EMS CB の認定に固有のものである。 

 

0 序文 

0.1 ISO/IEC 17011:2004 7.5.6 項及び 7.7.3 項によれば、認定機関（AB）には、適切な

評価を確実にし、かつ認定範囲全体にかかわる適合性評価機関の能力についての確証を得る

ために、適合性評価サービス及び要員の代表的な数の例に立会うためのサンプリング手順を

定めることも要求されている。 

0.2 ISO/IEC 17011 のこれらの要求事項（並びに、該当する場合は IAF が作成した基準

文書及び法的要求事項のような他の規準文書）を順守するために、AB は書類のレビュー及

び MS CB の活動、すなわち認証プロセスにおける審査（以下審査という）の立会いを実施

する。 

0.3 この文書は、MS CB、AB 及びその相互評価者、規制当局及びスキームオーナー

（SO）、並びに自身の活動の目的のために IAF MLA の信頼性に依存する他の利害関係者

のためのものである。 

 

1 定義 

この文書においては、以下の定義を適用する。 
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1.1 立会い 

適合性評価機関が行っている、認定範囲内の適合性評価サービスに対する観察（ISO/IEC 
17011:2004 3.21 項）。 

審査の立会いとは AB が行う活動であり、それにより、AB は、CB の審査チームが行う審

査を、干渉することも影響を及ぼすこともなく観察する。立会いの目的によって、審査の全

体を観察する場合もあれば、審査の関連部分のみを観察する場合もある。立会いは、CB の

依頼者の施設において現地で行われるか、あるいは電子的手段による遠隔審査を観察するこ

とによって行われる。 

注記：AB は、この文書の範囲外で、自身の認定プロセスの一部として、CB が実施する他
の活動に立会ってもよい。 

1.2 ファイルレビュー 

AB によって行われる活動であり、それにより、AB は、関連する CB の手順が順守され実

施されているかを判定するために、ある特定の認証ファイルに関する記録及び文書をレビュ

ーし評価する。これは、通常 CB の事務所において、CB の適切な要員及び／又は審査員と

共に行われるが、必要に応じて合意された場合には、遠隔で又は他の場所（例えば、CB の

依頼者の施設）において行われる場合もある。 

1.3 認定範囲 

特定のマネジメントシステム規格及びそれに関連した部分、コード、分野、カテゴリー又は

専門分野であり、それに従い CB は、特定の所在地における認定された認証を授与する。 

 

2 一般方針 

2.1 目的 

2.1.1 ISO/IEC 17011 の 7.5.6 項及び 7.7.3 項に適合した立会いの目的は、MS CB の認定

範囲全体にかかわる能力についての確証を得ることである。審査の実施及び審査の

要員に関連する力量の要求事項は、ISO/IEC 17021 シリーズにおいて規定されてい

る。 

2.1.2 CB がその依頼者に行う審査に対する AB の立会いは、次のことに役立つ。 

i.  CB の認証プログラム及び手順（及び、とりわけ力量を有する審査チームの任命

及び審査工数の決定に関して）が有効に実施されていることを現地にて検証し、

CB が依頼者に対して適切に範囲を割り当てているかを判定する。 

ii. CB の審査員を観察し、次の事項に関して評価する。 

a. CB の手順を順守しているか。 
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b. 次の事項に関する要求事項に対し適切に対処しているか。 

o 認証要求事項 

o ISO/IEC 17021 の適用される項目 

o 関連する IAF 文書 

o 該当する場合、関連するセクター固有の要求事項 

iii. 認定範囲全体にかかわる CB の能力の代表的なサンプルを得る。 

2.1.3 この文書によって AB は、スケジュール作成／計画作成及び審査の実施に関する力

量のある要員を CB が有しているかどうかを判定することができ、認定の下での認証審査を

行う CB の能力を評価することができる。 

2.1.4 例えば、苦情、請求、紛争、市場又は規制当局からのフィードバックを受領した場

合などの他の理由により、AB の手順及び／又は方針に従って、立会いを開始することもで

きる。 

2.2 一般方針 

2.2.1 AB は、次の事項を含む利用可能な様々なメカニズムを利用することで、各申請／認

定された CB の範囲を網羅するための方針をもたなければならない。 

i.  事務所審査活動 

ii.  立会い活動 

iii.    特定された必要性に応じて AB が定めた他の審査活動 

2.2.2  AB は、AB による立会いに関する要求事項が、CB とその依頼者との間の契約に含

まれていることを確実にしなければならず、さらに、AB による立会い審査の受入れを拒否

する場合は、その正当な理由が CB 及び AB に示され、受入れられなくてはならないこと、

並びに理由が受け入れられない場合は、結果的に認定された認証の取消しとなる可能性があ

ることを確認しなければならない。 

2.3 認定の範囲を網羅するための立会いの利用に関する一般指示事項 

2.3.1 AB は、各申請／認定された CB の範囲を網羅した、各認定周期に対する審査プログ

ラムをもたなければならない。プログラムは、定期的にレビューし、必要に応じて更新しな

ければならない。 

2.3.2 プログラムは、CB の業務の規模、その重要性及び現地の AB からのフィードバック

に基づき、クロスフロンティア認証活動を審査する必要性を考慮しなければならない。立会

いが必要な場合は、AB は、MLA の規則に従い、現地の AB と協力するためのプロセスを

もたなければならない。 
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2.3.3 立会う審査の数、及びいずれの審査に立会うかを決定するときには、AB は次のよう

な要素を考慮しなければならない。 

i. CB の総合的なパフォーマンス 

ii. 認証された組織が、MS の意図される成果を達成する能力を実証する能力に影響

する、プロセスの複雑さや法規制などの要素 

iii. 認証された組織に対する苦情を含む、利害関係者からのフィードバック 

iv. CB の内部監査の結果 

v. スキームオーナーの要求事項など 

vi. CB の業務パターンの変化―ある特定の領域または専門分野における業務の増加 

vii. CB の認定範囲における依頼者の数 

viii. CB の審査員の評価及び承認のプロセスに対する信頼 

ix. 以前の又は他の事務所審査又は立会い審査の結果など 

立会い活動の選定のために、さらに次の要素が考慮される場合もある。 

i. 発行された認証書の数 

ii. 審査員の数 

iii. 異なる審査員 

iv. 審査員は内部の要員かあるいは外部リソースか 

v. 種々の審査、初回審査（第一段階／第二段階）、サーベイランスおよび再認証 

vi. 複雑な依頼者、複合審査及び／又は統合審査、複数サイト審査 

vii. 認証プロセスにおける審査が行われる国 

viii. 以前の立会い活動の結果 

ix. 苦情、カスタマーサーベイ 

x. 利害関係者及び規制当局の要求 

xi. 既に審査した専門分野のクラスター 

xii. 別の種類の認定における CB の経験 

xiii. CB がその業務を管理する能力に関する、過去の履歴 

xiv. CB が重要な活動に対して実行している管理のレベル 

xv. 特定のスキームの要求事項 

xvi. 依頼者との国内的な取り決め 
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2.4 立会いを実施するための一般指示事項 

2.4.1 CB は、要求された場合、確認され計画された審査の完全かつ最新のスケジュール

（審査日、場所、審査チーム構成、審査の種類及び範囲など）を速やかに AB に提供するこ

とにより、AB が認定の範囲を網羅するようにプログラムの日程を作成あるいはプログラム

を更新できるようにしなければならない。 

2.4.2 AB は、CB がある立会いを拒否した（CB の依頼者からの拒否を含む）場合、それ

に対処するための方針をもたなければならない。当該方針には、拒否に関する正当な理由が

示されず、AB が受け入れられない（例えばセキュリティ上の立ち入り制限による、などの

理由がない）場合、及び／又は拒否が申請／認定された範囲に関する網羅性を損なう場合に、

CB に対して制裁措置を課することが含まれる。CB の依頼者が AB の立会いを拒否する場

合、拒否に正当な理由があり AB がそれを受け入れない限り、CB は制裁措置を回避するた

めには、既存の認定された認証を取消さなくてはならないか、あるいはまだ認証されていな

い場合には、CB はそれ以降に発行される認証書に認定ロゴを記載することが認められない

ことになる。 

2.4.3 CB に対して制裁措置が課され、その結果、認証書が取消された場合は、影響を受け

る恐れのある他の AB 及びすべてのスキームオーナーで、それらが特定できる場合、通知し

なければならない。審査に対する立会いを避けるために、組織が当該認証を他の CB へ移転

する場合、あるいは CB が他の AB による認定の下で同じ認証書を再発行することを意図し

ている場合でも、認定された認証書を発行してはならない。 

2.4.4 AB は、立会いに先立つ活動により、CB の審査計画、以前の審査報告書（該当する

場合）、審査チームの力量に関する記録及び審査工数の計算の正当な理由を、入手すること

を確実にしなければならない。 

2.4.5 各立会いに関して、AB は、関連する認定範囲に関する力量を有する審査チームを選

任しなければならない。AB は、AB の審査チームの構成を事前に CB に通知しなければな

らない。CB 及び／又はその依頼者は、ある特定の AB の審査員の選任について、競合者と

の実証された密接な又は直接の関係（公平性に対する脅威）、あるいは審査員に対する以前

の正当な苦情などを理由として、異議を唱えることができる。 

2.4.6 CB がその依頼者に通知し、立会いの手順を説明し、かつ依頼者の同意を得ることは、

CB の義務である。立会いのために、CB がその審査チーム、審査計画又は審査工数を変更

することは期待されていない。もしそのような変更があるならば、CB は AB に対して、そ

の適切な理由を示さなければならない。 

2.4.7 立会い中は、AB の審査員の活動は、CB の審査チームによる審査の実施に影響を与

えないオブザーバーとしての活動でなければならない。CB の審査チームがレビューする依

頼者の文書は、要求に応じて、AB の審査員が速やかに閲覧できるようにしなければならな

い。 

2.4.8 審査の立会い中に収集されたいかなる情報も機密であり、AB の審査員及び要員によ

って、相応に取扱われなければならない。 
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2.4.9 審査の結果に影響を及ぼす恐れがあるので、AB が CB の依頼者に対して直接質問す

ることは認められていない。AB の審査員は、審査が実施されている間は、CB に対してい

かなる意見も提供してはならない。AB の審査員は、CB の依頼者に対し、いかなる時もい

かなる意見も提供してはならない。AB の審査員は、自身の同席及び立会い活動が CB の依

頼者に干渉と認識されず、むしろ肯定的な見方をされることを確実にすることが望ましい。 

2.4.10 ある特定の活動の目的を部分的な立会いによって達成することができる場合

以外は、通常は、現地審査の全部に立会わなければならない。 

2.4.11 立会いが完了した時には、審査によるあらゆる所見／不適合を含む、CB の

パフォーマンスに関するフィードバックが、CB の審査チームに対して与えられなければな

らない。当該フィードバックには、AB による報告プロセス、CB による回答／対応プロセ

ス及び AB の決定プロセスの概要が含まれることが望ましい。可能な場合、当該フィードバ

ックは、CB のマネジメントにも提供されることが望ましい。これは、必ず CB の依頼者が

同席しない状況で、審査の終了後に行われることが望ましい。 

2.4.12 立会いの目的及び範囲に関連する場合は、AB の審査員は、CB による審査報

告書（及びあらゆる必要な追加情報）を入手し、かつレビューしなければならない。 

2.4.13 審査チーム及び AB の審査員に対して、すべての適用される安全に関する要

求事項を事前に通知するのは、CB の依頼者の責任である。AB の審査員は、組織から知ら

された安全に関する規則を順守しなければならない。しかし、AB の審査員は、危害を避け

るために、必要であればその区域または当該組織から退去することも含め、いつでも迅速に

行動することが期待される。 

2.4.14 AB の審査員は、CB の審査を審査中に非常に重大な切迫したリスク（例えば、

安全衛生または環境）となり得る可能性のある状況に気づいた場合には、いかなる場合でも、

CB の審査チームリーダーが CB のプロセス及び法的義務に従い組織と共にその脅威に対処

することを期待して、CB の審査チームリーダーに脅威の可能性について知らせるために、

緊急の非公式会談をもつことを要求しなければならない。 

 

3 手順 

3.1.1 AB は、次の事項を網羅し審査するための適切なメカニズム及び基準が整っているこ

とを確実にするための、文書化した手順をもたなければならない。 

i. 代表のサンプリングによる、申請者の認定の範囲（初回又は拡大） 

ii. 各認定周期を通じての認定範囲 

3.1.2 これらの手順は、この文書中に定められた規定に適合しなければならず、かつ次の

事項を詳述しなければならない。 

i. 代表のサンプリング（定量的および定性的）を達成するための方法 
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ii. 認定範囲を網羅するために利用されるメカニズム、並びに各メカニズムを選定

し、利用するための基準 

iii. 保持すべき記録 

3.1.3 立会いの報告に関する手順は、審査を行うための CB のプロセスの実施、関連する

要求事項に対する CB のチームの適合性及びパフォーマンス、並びに CB の自身の活動に関

する総合的な能力について、証拠を示し、かつ AB の審査チームの結論及び判断を提供する

ものでなければならない。AB の立会い報告には、該当する場合、次の事項を含まなければ

ならない。 

i. CB の計画（審査工数の決定、入手可能な場合は審査プログラム、及び審査計

画）に関するコメント 

ii. 審査チーム（チームの力量、任務の割当て、範囲の網羅性及び審査の有効性） 

iii. 審査の方法（インタビュー、プロセス及び活動の観察、文書及び記録のレビュ

ー、サンプリング、審査トレイルの作成、審査の種類に対して要求される要素

に沿った適合及び不適合の証拠を収集、検証及び記録する能力、所見の格付け

の適切性、以前に提示された所見の取扱い、報告、初回会議及び最終会議並び

に審査終了後の報告） 

iv. 依頼者の MS の適合性及び実施に関する CB の所見及び結論、並びに該当する

場合、CB の審査チームによって報告も特定もされていない重大な所見に関する

コメント 

v. その他（例えば、公平性は維持されていたかどうか、安全に関する取決め、機

密保持、規制または法律に対する順守、含まれる場合は立会い後の活動、CB の

手順に対する適合性） 

vi. 立会った審査中に特定された AB の所見及び結論 

vii. 実際の審査の所見及び結論を反映しているかどうかの CB の報告書に対する信

頼性に関する結論 

3.1.4 立会いに関する AB の報告書は、CB の審査報告書により既に提供されている情報と

重複しないことが望ましい。  

3.1.5 AB の審査員が、CB による審査の全体に渡っては同席していない場合、立会い報告

書においては、いずれの審査活動に立会ったのか（審査計画書の部分の特定、MS 規格のい

ずれの要求事項について AB が立会ったのかを含む）の概要を示すことが望ましい。 
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4 範囲をサンプリングするための具体的な方法 

4.1 表の見方――説明 

4.1.1 すべての IAF のコード（IAF ID 1 参照）が、MS 認証の各タイプ（QMS 及び

EMS）に応じて、（適用される規制、プロセスの専門的な事項及び CB の審査チームが必

然的に必要とする力量を考慮し）一連の専門分野のクラスターに分類されている。 

4.1.2 各専門分野のクラスターに対して、重要コード（critical code）が特定されている。

重要コードとは、CB の審査チームが次の事項に関して、技術的により高度なレベルを要求

されるコードのことである。 

i. 力量（関連するプロセス／環境側面の複雑さに関して） 

ii. 注意（不適合及びそれによる影響のリスク、又は高度の規制に関して） 

iii. 配慮（特定の状況において必要とされ、認証活動に関与する要員にとって重要

である、望ましい個人の行動に関する相応の） 

4.1.3 他のコード分類法が利用されている場合、CB は、そのコード分類法とこの文書中で

定義されているコード分類法との相互関係を明確にしなければならない。 

4.2 QMS 及び EMS スキームに適用される一般規則 

4.2.1 AB は、様々な理由（例えば、依頼者、利害関係者または規制当局との国内的な取り

決め）によってサンプリング条件を付加することを認められているが、この文書では、尊重

されるべきベースラインを提供する。  

4.2.2 審査プログラムは、2.2.1 項に記載したメカニズムの一つを用いて、各 MS スキーム

のすべての IAF コードに関して、認定周期中に範囲全体に渡って能力を評価することを保

証しなければならない。認定周期中にこのような審査を行うことが不可能である場合は、

AB は認定範囲を縮小しなければならない。 

4.2.3 各 MS スキームの 1 回目の認定周期（第 1 回のサーベイランスから第 1 回の再審査

まで）においては、AB は、各 MS スキームの各専門分野のクラスターに対して少なくとも

1 回の立会い活動を行わなければならない。このプログラムは、CB が、高度化されたプロ

グラムに十分な経験及びパフォーマンスを実証するまで継続することになる。これを実証し

た場合には、AB は、連続する 2 期の認定周期の期間において、各専門分野のクラスターが

審査されることを保証するために、各 MS スキームの各専門分野のクラスターに対して少

なくとも 1 回の立会い活動を行い、他の審査活動によってそれを補わなければならない。

AB は、立会いプログラムが縮小されることの正当な理由を示すことができなければならな

い。CB の審査員の資格付与プロセス、審査の実施又は審査の結果及び審査要員に関して重

大な変更があった場合は、第 1 回の認定周期について定めた立会いの頻度を復活させるこ

とが望ましい。 

4.2.4 立会いに関する以下の規則は、各 MS スキームの認定の授与及び拡大が他の審査活

動によって補われることにより、申請された認定範囲を適切に網羅することを保証するため

に適用される。 
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i. 一つの専門分野のクラスターにおける重要コードが一つのみである場合、AB は、

当該クラスターのすべての IAF コードに対する認定を授与するために、当該重

要コードの立会い審査活動を行わなければならない。例えば QMS の食品クラス

ターの場合、AB は、IAF コード 03 に関して 1 回の立会い活動を行うことで、

当該クラスターのその他の IAF コード（01 及び 30）に対して認定を授与する

ことができる。並びに、例えば EMS の紙クラスターの場合、AB は、IAF コー

ド 09 に関して 1 回の立会い活動を行うことで、当該クラスターのその他の IAF
コード（7 及び 8）に対して認定を授与することができる。 

 
ii. 一つの専門分野のクラスターに複数の重要コードがある場合、AB は次の事項に

関して少なくとも 1 回の立会い活動を行わなければならない。 

a. 「及び」で特定されている（“重要コード”の欄中の）すべての重要コー

ド 

例えば、EMS の製品製造クラスターの場合、AB は、IAF コード 04 又

は 05 に関して 1 回の立会い活動を行うことで、当該クラスターのすべ

ての非重要コード（06 及び 23）に対して認定を授与することができる

が、その他の重要コード（04 又は 05）に関しては、認定を授与するた

めには立会いを行わなければならない。 

b. 「又は」で特定されている（“重要コード”の欄中の）重要コードのうち

一つ 

例えば、QMS の機械クラスターの場合、AB は、IAF コード 20 又は

22 に関して 1 回の立会い活動を行うことで、当該専門分野のクラスタ

ーのその他の IAF コード（17、18、19、20 又は 22）に対して認定を

授与することができる。 

 

iii. 重要であると識別された IAF コードに対する立会い活動を行うことができない

場合は、AB は、次の二つの選択肢のいずれか一つにおいて CB と合意すること

ができる。 

a.  専門分野のクラスター内の一つの非重要 IAF コードに対して立会い活

動が行われた場合、AB は、当該専門分野のクラスター内の非重要 IAF
コード（一つ又は複数）に対してのみ認定を授与することができる。

（例えば、QMS の食品クラスターの場合、AB は、IAF コード 30 に関

する 1 回の立会い活動を行うことで、IAF コード 30 及び 01 の両方に

対して認定を授与することができる） 
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b.  AB は、次の条件を満たすならば、重要コード（一つ又は複数）に関す

る事務所での活動を行うことで、クラスター内のすべてのコードに対し

て認定を授与することができる。 

o CB が、当該クラスター内のすべてのコードに関する自身の能力を文

書に基づいて実証する。かつ、 

o 重要コード（一つ又は複数）に関する立会い活動が、認定に基づく

当該重要コードの認証書が発行されるよりも前に実施される。 

 

しかし、この場合、立会い活動の結果が否定的であれば、AB は、認定

範囲の縮小を考慮しなければならない。 

注記：既に認定を受けている CB については、ある重要コードに関して既に認定を維持している
が関連する非重要コードに関しては認定を維持していない場合は、当該 CB は、4.2.8 項に従い、
自身の認定を拡大して非重要コードを含めることができる。 

4.2.5 CB が一つまたは複数の非重要 IAF コードに関してのみ認定を受けようとする場合

は、非重要 IAF コードを有する各クラスターに対して最低 1 回の立会い審査が要求される。 

4.2.6 各 MS スキームに対する初回の認定については、AB は、CB の依頼者のうち最低 1
件の依頼者に対する第一段階審査及び第二段階審査の両方に立会わなければならない。当該

審査の第二段階審査の立会いに先立ち、申請 CB は、第一段階審査に関する完成された報告

書及び／又は結論を AB の審査チームに提出しなければならない。CB に新規の依頼者がな

い場合は、主要なプロセスをカバーする 1 件の更新審査または 2 件のサーベイランスに立

会うことも可能である。 

4.2.7 IAF コード全体に対する認定（注記：「全体」という言葉は、AB によっては、各

IAF コードを NACE コードまたは IAF サブコードで分割することにより、さらに詳細な範

囲を設けて使用していることを反映している）の授与を可能にするには、CB がすべての基

本的技術分野に関する認証を管理する能力を有することを自身が実証することが必ず条件と

なる。 

4.2.8 上記に加え、AB が認定を授与するに先立ち、すべての非重要コードに関する能力も

審査することが必要である。従って、次の事項に対してのみ認定が授与されなければならな

い。 

i.  CB が認証活動を行うことを既に決定した IAF コード（例えば QMS の場合、

CB が IAF コード 01 に関する認証活動を行うことを決定していなければ、AB
は、IAF コード 03 に対する 1 回の立会いを行うことで、IAF コード 30 及び 03
のみに対して認定を授与しなければならない）。 

ii. CB が他の手段によって自身の能力を立証した IAF コード（例えば、特定の認

証機能すべてに関する力量のある要員を有することを実証する―ISO/IEC 17021
付属書 A 参照） 

4.2.9 マネジメントシステムの統合審査又は複合審査の場合、立会い活動の範囲について CB
の同意を得なければならない。同じコードに関して別の目的（例えば、ISO 13485、ISO 3834、
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EN 9100）のために立会い活動が最近に行われていた場合は、AB はさらなる立会い活動を

行う必要性を取除くことを考慮することができる。 
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5 品質マネジメントシステム（ISO 9001） 

すべての IAF コード（IAF ID 1 参照）は、QMS に関する一連の専門分野のクラスターに

分類されている。当該専門分野のクラスターは、この文書の目的のために妥当と判断される

ものである。 

 

専門分野の 
クラスター 

IAF 
コード 

IAF ID 1 に記載の産業分野／活動 重要 
コード 

食品 

1 農業、林業、漁業 

3 3 食料品、飲料、タバコ 

30 ホテル、レストラン 

機械 

17 基礎金属、加工金属製品 

22 

又は 
20 

18 機械、装置 

19 電気的及び光学的装置 

20 造船業 

22 その他輸送装置 

紙 

7 紙製品に限る 

9 8 出版業 

9 印刷業 

鉱物 

2 鉱業、採石業 
2 又は 

15 
15 非金属鉱物製品 

16 コンクリート、セメント、石灰、石こう他 

建設 
28 建設 

28 
34 エンジニアリングサービス 

製品製造 

4 織物、繊維製品 

5 

又は 
14 

5 皮革、皮革製品 

6 木材、木製品 

14 ゴム製品、プラスチック製品 

23 他の分類に属さない製造業 

化学 

7 パルプ及び紙の製造に限る 

12 10 コークス及び精製石油製品の製造 

12 化学薬品、化学製品及び繊維 

供給 

25 電力供給 

26 26 ガス供給 

27 給水 

輸送及び 
廃棄物管理 

24 再生業 

24 31 輸送、倉庫、通信 

39 その他社会的サービス 
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サービス 

29 
卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人所持品及

び家財道具の修理業 

37 

又は 

33 

32 金融、保険、不動産、賃貸 

33 情報技術 

35 その他専門的サービス 

37 教育 

36 公共行政 

核 11 核燃料 11 

医薬品 13 医薬品 13 

航空宇宙 21 航空宇宙産業 21 

医療 38 医療及び社会事業 38 

各 AB は、国内規制、地域の市場の状況及び有効な活用に従い、各技術クラスター内にさら

なる又は別の重要コードを指定することを決定することができる。その変更に関して、技術

的に正当な理由が記録されなければならない。 

 

6 環境マネジメントシステム（ISO 14001） 

すべての IAF コード（IAF ID 1 参照）は、EMS に関する一連の専門分野のクラスターに

分類されている。当該専門分野のクラスターは、この文書の目的のために妥当と判断される

ものである。 

 
専門分野の 
クラスター 

IAF 
コード 

IAF ID 1 に記載の産業分野／活動 重要 
コード 

農業、林業、漁業 1 農業、林業、漁業 1 

食品 3 食料品、飲料、タバコ 3 

30 ホテル、レストラン 

機械 17 加工金属製品に限定 20 

又は 
21 

18 機械、装置 

19 電気的及び光学的装置 

20 造船業 

21 航空宇宙産業 

22 その他輸送装置 

紙 7 紙製品に限る 9 

8 出版業 

9 印刷業 

建設 28 建設 28 
34 エンジニアリングサービス 
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製品製造 4 織物、繊維製品 4 

及び 
5 

5 皮革、皮革製品 

6 木材、木製品 

23 他の分類に属さない製造業 

化学 7 パルプ及び紙の製造に限る 7 

及び 

10 

及び 

12 

及び 
13 

10 コークス及び精製石油製品の製造 

12 化学薬品、化学製品及び繊維 

13 医薬品 

14 ゴム製品、プラスチック製品 

15 非金属鉱物製品 

16 コンクリート、セメント、石灰、石こう他 

17 基礎金属の製造に限定 

鉱業、採石業 2 鉱業、採石業 2 

供給 25 電力供給 25 

又は 26 
26 ガス供給 

27 給水 

輸送及び 
廃棄物管理 

31 輸送、倉庫、通信 24 及び 39 
（NACE 37, 
38.1, 38.2, 

39 に限定） 

24 再生業 

39 その他社会的サービス 

サービス 29 卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、個人

所持品及び家財道具の修理業 
29 

又は 

35 

又は 
36 

32 金融、保険、不動産、賃貸 

33 情報技術 

35 その他専門的サービス 

36  公共行政 

37  教育 

核 11 核燃料 11 
医療 38 医療及び社会事業 38 

各 AB は、国内規制、地域の市場の状況及び有効な活用に従い、各専門分野のクラスター内

に別の重要コードを指定することを決定することができる。その変更に関して、技術的に正

当な理由が記録されなければならない。 

 

マネジメントシステム認証機関の認定のための立会い活動に関する IAF 基準文書の終わり。 
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追加情報 

この文書又は他の IAF 文書について追加の情報を必要とする場合、IAF メンバー又は IAF
事務局に連絡して下さい。 

IAF メンバーの連絡先詳細については、IAF ウェブサイト参照：http://www.iaf.nu 

事務局 

IAF Corporate Secretary 

Telephone: +1 (613) 454-8159  

Email: secretary@iaf.nu 

 


